
５月28日に水防訓練を実施します

　市内では毎年、台風の接近やゲリラ豪雨
に伴い、住宅地の浸水や倒木など、都市型
水害の被害が発生しています。そこで、雨
のシーズンを前に、市では、東久留米消防
署、田無警察署、市消防団などとの防災関
係機関の連携、避難所開設の訓練を実施し
ます。
　市民の皆さんの参加および見学をお待ち
しています。
ab 5 月28日㈯①機関連携訓練＝午前10時
～11時半、不動橋広場（新川町 1－17）※見
学のみとなります②避難所開設訓練＝午前
9 時～11時半、第六小学校（金山町 1 －17
－ 1 ）・第三小学校（中央町 1 －16－ 1 ）の
2カ所
主な訓練内容①風水害の対応（道路啓開、救出救助）訓練、土のう作製②風水害や土砂災害から安全に避
難する避難誘導、避難所開設訓練、自宅でできる浸水防止の方法（簡易水防工法、土のう作製）の説明

l防災防犯課☎042・470・7769

「民生委員・児童委員」の活動「民生委員・児童委員」の活動

　特定の地域ではなく児童福祉に関することを専門的に担当する主任児童
委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当しています。民生委員
・児童委員や学校、子ども家庭支援センターなどの児童福祉関係機関と連
携しながら、課題解決に向けた活動に協力しています。

　民生委員・児童委員と主任児童委員には守秘義務がありますので、安心
してご相談ください（相談先は 2面に掲載しています）。
l福祉総務課福祉政策係☎042・470・7749

「主任児童委員」の活動「主任児童委員」の活動

　民生委員・児童委員は、「身近な相
談相手」「専門機関へのつなぎ役」「見
守り役」として地域で活動しており、
同じ地域で生活する住民の一員とし
て、住民の立場に立ってまちの福祉
を担うボランティアです。
　地域に暮らす身近な相談相手とし
て、住民からの生活上の心配ごと、
医療や介護、子育ての不安などの課
題についての相談に応じて、必要な支援や適切な福祉サービスへのつなぎ
役になります。

水防訓練（元年度）の様子

　 4月 8日に中間処理施設である柳泉園組
合の不燃・粗大ごみ処理施設内において、
リチウムイオン電池が原因と推測される火
災が発生しました。人的被害や設備の損傷
はありませんでしたが、場合によっては作
業員が負傷する事故や機械の故障が発生し
て、ごみ処理が滞ってしまいます。
　今一度、分別方法をご確認いただき、安
全な収集にご協力をお願いします。
lごみ対策課☎042・473・2117

◀ 一般社団法人JBRCn（リチウムイ
オン電池などをリサイクルに出す
際のお願いが掲載されています）

－柳泉園組合で火災が発生しました－－柳泉園組合で火災が発生しました－

ごみの分別収集にごみの分別収集に
ご協力くださいご協力ください

民生委員・児童委員が民生委員・児童委員が

　全国民生委員児童委員
連合会では、毎年 5月12
日を「民生委員・児童委
員の日」とし、民生委員
・児童委員の活動をより
多くの皆さんに知ってい
ただくため、全国各地で
PR活動に取り組んでい
ます。
PR イ ベ ン ト 期 間 5 月24日㈫～26日㈭各日午前10時～午後 3 時（申
し込み不要）
b市民プラザ（市役所 1階）
c活動や取り組みなどを紹介するパネル展示
l福祉総務課福祉政策係☎042・470・7749

５月12日は「民生委員・児童委員の日」５月12日は「民生委員・児童委員の日」
ーPRイベントを５月24日～26日に開催ーPRイベントを５月24日～26日に開催ーー

皆さんの地域で活動しています皆さんの地域で活動しています

東京生まれのキャラクター。
協力して子育てをするペンギ
ンの姿を通して、「地域におけ
る支え合いを目指す」「社会全
体で子育てを応援する」活動
に取り組む姿を表しています。

民生委員・児童委員キャラクター
「ミンジー」

パネル展示の様子

今号の主な内容

No. 1303

令和４年
（2022年）

5／1 号
・ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金…… 2面

・新型コロナウイルスワクチン関連情報…………… 3面

・犬と猫のマイクロチップ装着などが義務化されます… 9面

・肺がん検診を実施します……………………………12面

〒203-8555 東久留米市本町３-３-１　☎042・470・7777（代） https://www.city.higashikurume.lg.jp/
発行／東久留米市　　編集／企画経営室秘書広報課　　　　　　■東久留米市ホームページ

毎月１日・１５日発行

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。



　民生委員・児童委員への相談は、お住まいの区域を担当する同委員など（下表
参照）へご相談ください（ 1面に関連記事があります）。
l福祉総務課福祉政策係☎042・470・7749

地域で活動する
民生委員・児童委員

東部地区協議会
担当区域 氏名 電話連絡先

神宝町一丁目 大矢　由紀子 042・475・8532
神宝町二丁目 渡辺　愛女御 042・472・4900
金山町一丁目 西山　久美子 080・4863・1911
氷川台一丁目 貫井　美代子 042・474・7125
氷川台二丁目 出井　幹枝 042・474・1227
東本町１番～８番 深海　和子 042・475・8777
東本町９番～16番 大野　浩子 042・471・0063
大門町一丁目、
大門町二丁目１番～８番 後藤　千賀子 042・475・5241

大門町二丁目９番～14番 井原　惠子 042・475・7958
新川町二丁目 世木澤　久美子 042・471・0172
浅間町一丁目 久保田　あや子 042・425・0098
浅間町二丁目 鶴見　佳子 042・421・9130
浅間町三丁目１番～14番 葛西　正人 042・425・0333
浅間町三丁目15番～30番 武山　千鶴 042・424・4041
主任児童委員 丸山　美緒 080・6586・9501
主任児童委員 池水　美希 042・410・1188

中部地区協議会
担当区域 氏名 電話連絡先

学園町一丁目 半澤　佐和子 042・425・0087
学園町二丁目 小山　三千生 090・6157・3944
本町一丁目 蓮池　繁信 042・474・1736
本町二丁目 宮澤　トヨ子 042・471・0482
本町三丁目 都築　美紀子 042・476・0940
小山一丁目 西村　より子 042・475・8325
小山二・三丁目 小山　清 042・473・3803
小山四・五丁目 小山　泰弘 090・3590・3492

中部地区協議会
担当区域 氏名 電話連絡先

幸町四丁目、
中央町六丁目 中島　春江 042・471・1613

中央町一丁目 早川　重義 080・8745・0787
中央町三丁目 澤山　葉子 042・471・8724
中央町五丁目、
前沢一丁目 松本　貞夫 042・475・9590

前沢二丁目 長谷川　正子 042・474・7531
南沢一丁目 別処　尚志 042・475・1710
南沢二丁目 本井　満 042・478・9390
南沢三丁目 下田　富夫 042・471・6837
南沢四・五丁目 清水　生子 042・465・0822
南町一丁目 澤田　理恵子 090・6546・8401
南町二～四丁目 篠宮　松美 042・465・1839
主任児童委員 馬本　房子 090・5339・6926
主任児童委員 府川　ゆう子 080・4068・5020

西部地区協議会
担当区域 氏名 電話連絡先

前沢四丁目 広瀬　新平 042・444・3539
前沢五丁目１番～19番 白築　純子 042・473・6901
弥生一・二丁目 山口　信夫 042・458・0875
八幡町一丁目１番～６番 境　美智子 042・476・4796
八幡町二丁目 小寺　靖子 042・471・0073
八幡町三丁目 野村　善昭 042・472・2555
野火止一丁目、
下里一丁目 酒井　宗作 042・474・9792

野火止二丁目 菅原　真弓 042・472・3919
下里二丁目 宮﨑　孝子 090・2219・9171

西部地区協議会
担当区域 氏名 電話連絡先

下里四丁目１番16～29号 江刈内　史 042・473・9141
下里五・六丁目 宮本　千恵子 042・471・4833
下里七丁目 島﨑　光江 090・2317・7535
滝山三・四丁目 白井　栄子 042・475・3316
滝山五丁目 松原　佳織 042・473・2383
滝山六丁目２番 上田　和俊 080・7946・1125
柳窪一丁目、
柳窪二丁目８～16番 佐藤　清子 042・478・2293

柳窪二丁目１～７番、
柳窪三丁目 松井　直枝 042・475・5303

柳窪四・五丁目 奥住　弘子 042・457・5146
主任児童委員 矢部　晶代 042・475・5159
主任児童委員 佐光　攝子 042・475・3195

欠員地区
担当区域 電話連絡先

上の原一・二丁目、
金山町二丁目、
新川町一丁目、
本町四丁目、
幸町一～三・五丁目、
中央町二・四丁目、
前沢三丁目、
ひばりが丘団地、
前沢五丁目20～34番、
八幡町一丁目７～９番、
野火止三丁目、
下里三丁目、四丁目１番１～
15号・１番30～41号・２～４
番、
滝山一・二丁目、六丁目１・３
番、七丁目

福祉総務課福祉政策係
☎042・470・7749

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯※に対して、 1 世帯当たり
10万円（ 1回のみ）を支給します。給付金の受給には申請が必要です。
　※ 3年 1月～ 4年 9月の任意の 1カ月の収入を12倍した額、または年間の所得見込額が左下表の水準以下の世帯（家計急変世帯）。

表　非課税相当額参考（給与収入の場合）

家族構成例
非課税相当
限度額

（収入額ベース）

非課税相当
限度額

（所得額ベース）

単身または扶養親
族がいない場合 100万円 45万円

配偶者・扶養親族
（計１人）を扶養し
ている場合

156万円 101万円

配偶者・扶養親族
（計２人）を扶養し
ている場合

205万９千円 136万円

配偶者・扶養親族
（計３人）を扶養し
ている場合

255万９千円 171万円

配偶者・扶養親族
（計４人）を扶養し
ている場合

305万９千円 206万円

障害者、寡婦、ひ
とり親の場合 204万３千円 135万円

　対象と思われる世帯※に対して、「臨時特別給付
金支給要件確認書」（以下「確認書」）を発行してい
ます。非課税世帯に対する臨時特別給付金の申請
期限は、確認書の発行日から 3カ月です。期限を
過ぎると申請を受け付けることができなくなる可
能性がありますので、給付金の支給を希望する方
はお忘れのないよう返信をお願いいたします。
　また、確認書がお手元にある方で、支給対象者
に該当しない、または、支給を希望しない方につ
いては、お手数をお掛けしますが、確認書内の【私
の世帯は給付金を受給しません　□　】の□にチ
ェックを入れて返信をお願いいたします。
　なお、課税情報の確認ができないため、対象と
なる場合であってもご本人からの申請が必要とな

る世帯に対しては、別途ご案内を送付しています。
　対象と思われるが確認書がお手元にない場合や、
ご不明点などがありましたら、同給付金コールセ
ンターへご連絡ください。
　※ 対象と思われる世帯とは、基準日（ 3 年12月
10日）において市に住民票があり、世帯全員
の令和 3年度分住民税均等割が非課税である
世帯。ただし、世帯全員が、住民税が課税さ
れている他の親族等の扶養を受けている場合
などは対象外となります。

　　 ▼対象外の例＝親（課税）に扶養されている大
学生（非課税）の単身世帯や、子（課税）に扶養
されている両親（非課税）の世帯

◎「令和３年度住民税均等割非課税世帯」に対する臨時特別給付金について

・ 「令和 3年度住民税均等割非課税世帯」に対
する臨時特別給付金の対象外である。
・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変（収入が減少）した。

・ 3 年 1 月～ 4年 9月の間の、任意の 1カ月
の収入※を12倍した額、または年間の所得
見込額が下表の水準以下の世帯。
　※ 収入は、給与・事業・不動産・年金（非
課税のものは除く）の経常的な収入によ
り算定。

■支給対象世帯（家計急変世帯）
（以下のすべてに当てはまる世帯）

l市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コール
センター☎042・470・7863
（土曜・日曜日、祝日を除く午前 8時半～午後 5時15分）

　左記対象世帯の要件をご確認いただき、満たすと思われる方は必要書類を揃えて申請・相談受付窓口（本
庁舎 1階南出入口横特設ブース）にご提出ください。郵送での申請を希望される方は提出書類を揃えて、
次の送付先へお送りください。
・送付先＝ 〒203－8555、東久留米市本町三丁目 3 番 1 号、東久留米市臨時特別給付金家計急変世帯給付

担当
・ 窓口受付期間＝ 9 月30日㈮まで（土曜・日曜日、祝日を除く平日午前 9時～午後 5時）
・ 申請書類入手先＝ 市nからダウンロード、申請・相談受付窓口（本庁舎 1階南出入口横特設ブース）、市

社会福祉協議会（わくわく健康プラザ 2階）、上の原・滝山・ひばりが丘の各連絡所で
配布

■申請方法

　①申請書②収入（所得）見込額申立書、収入の状況を確認できる書類の写し③本人確認書類の写し④世帯
状況を確認できる書類の写し⑤戸籍の附票の写し（ 3年 1月 1日以降に複数回転居した方のみ）⑥受取口座
を確認できる書類の写し

■必要書類

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
～住民税課税世帯でも給付の対象となることがあります～

（ 家 計 急 変 世 帯 ）
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ま
す
。

l
武
蔵
野
年
金
事
務
所
☎
０

４
２
２
・
５
６
・
１
４
１
１

国
民
年
金

だ
よ
り

◎
納
付
に
お
困
り
の
と
き
は

　
病
気
・
事
故
・
災
害
な
ど
、

や
む
を
得
な
い
事
情
で
納
付
が

困
難
な
場
合
に
は
、
で
き
る
だ

け
早
め
に
納
税
課（
市
役
所
２

階
）に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

l
納
税
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７

７
３
０軽

自
動
車
税（
種
別
割
）

納
税
通
知
書
発
送

　
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
な
ど
の

所
有
者
に
課
税
さ
れ
る
、
４
年

度
の
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）納

税
通
知
書
を
５
月
１１
日
㈬
に
発

送
し
ま
す
。
通
知
書
に
記
載
さ

れ
て
い
る
最
寄
り
の
金
融
機
関

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行（
郵
便
局
）・

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
ま

た
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

を
利
用
し
て
納
付
が
で
き
ま
す
。

l
納
税
通
知
書
に
つ
い
て
は
課

税
課
市
民
税
係
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
７
７（
内
線
２
３
３
１

・
２
３
３
２
）、
納
付
方
法
に

つ
い
て
は
納
税
課
☎
０４２
・
４
７

０
・
７
７
２
９

市

民

生

活

市
税
な
ど
の
納
付
に
　

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
４
年
度
の
市
税
な
ど（
市
民

税
・
都
民
税〈
普
通
徴
収
〉、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
国

民
健
康
保
険
税
、
軽
自
動
車
税

〈
種
別
割
〉、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
、
介
護
保
険
料
）の
納

期
限
は
左
表
の
通
り
で
す
。
納

期
限
ま
で
に
市
税
な
ど
を
完
納

し
て
い
な
い
と
、
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
滞
納

処
分
が
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

４年度　納期一覧表

固定資産税
・都市計画税

軽自動車税
（種別割）

市民税・
都民税

（普通徴収）

国民健康保険税
介護保険料

後期高齢者
医療保険料

1期 5月31日 5月31日 6月30日 8月1日 8月1日

2期 8月1日 8月31日 8月31日 8月31日

3期 12月26日 10月31日 9月30日 9月30日

4期 2月28日 1月31日 10月31日 10月31日

5期 11月30日 11月30日

6期 12月26日 12月26日

7期 1月31日 1月31日

8期 2月28日 2月28日

9期 3月27日

※納期限が閉庁日の場合は、翌開庁日が納期限となります

l市新型コロナワクチンコールセンター
　（市コールセンター）☎0４2・４20・7177
　※詳細は市nをご覧ください。

新型コロナウイルスワクチン関連情報

新型コロナウイルス感染症相談窓口　〜まずは電話で相談を〜
新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある方の受診相談
※かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。

●東京都発熱相談センター☎03・5320・4592　☎03・6258・5780
　（2４時間、土曜・日曜日、祝日も受付）
●東京都多摩小平保健所☎042・450・3111
　（土曜・日曜日、祝日を除く午前9時〜午後5時受付）

新型コロナウイルス感染症に関する一般的内容（予防など）の相談

●厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）
　☎0120・565653
　（午前9時〜午後9時。土曜・日曜日、祝日も受付。多言語対応）
●東京都新型コロナウイルス感染症電話相談窓口
　（新型コロナ・オミクロン株コールセンター）☎0570・550571
　（午前9時〜午後10時。土曜・日曜日、祝日も受付。多言語対応）

新型コロナウイルスワクチンに関する相談窓口
ワクチン接種に関する一般的な内容について

●厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
　☎0120・761770（午前9時〜午後9時。土曜・日曜日、祝日も受付）
●�（厚生労働省）新型コロナウイルス関連及びワクチンについての聴覚障害者
相談窓口
　FAX：03・3581・6251　m：corona-2020@mhlw.go.jp

ワクチン接種に関する市の対応（接種の予約や会場など）について

●東久留米市新型コロナワクチンコールセンター
　☎042・420・7177（かけ間違いのないようにご注意ください）
　（土曜・日曜日、祝日を除く午前9時〜午後5時受付）
　FAX：042・477・0033（聴覚に障害のある方などの相談）

引き続き、感染対策を意識し、「３つの密（密閉・密集・密接）」の回避、人と
人との距離の確保、「手洗い・咳エチケット・マスク着用」などの、一人ひと
りの感染防止対策の徹底にご協力をお願いします。 市n

　 ２回目の接種を ３年１１月 １ 日〜１５日に行った方への接種券は ４
年 ５月１３日㈮に発送予定です。接種券の到着まで １週間程度かか
ることがあります。

◆３回目接種券の発送

対象者 ３ 回目の接種券をお持ちの方
　※�２ 回目の接種を ３年１０月１６日〜３１日に行った方には、接種券を ４年 ４月２２日に発
送済みです。接種券の到着まで １週間程度かかることがあります。

予約方法集団接種予約サイトでのウェブ予約または市コールセンターへの電話による
代行予約
予約受付開始日時 ５ 月１１日㈬午前 ９ 時から（同日時から集団接種予約サイトを公開し
ます）
接種日時・ 会場など実施時間は、市民プラザが正午〜午後 ６時、わくわく健康プラザ
が午後 １時４５分〜 ４時４５分

　※�ワクチンは①・②の各日１，４４０人分（予定）で、モデルナ社製です。
　※�市民プラザは集団接種実施日は終日、接種を予約した方以外はご利用できません。
　※�集団接種予約サイトはシステムメンテナンスのため、 ５月 ９日㈪午後 ５時〜１１日
㈬午前 ９時は利用できません。

◆５月28日・29日の集団接種の予約を11日から開始します

①５月28日㈯…市民プラザ・わくわく健康プラザ
②５月29日㈰…市民プラザ・わくわく健康プラザ

　すでに予約を受け付けている次の日程・会場において、予
約に空きがある場合は、随時予約を受け付けています。
・5月21日㈯…市民プラザ・わくわく健康プラザ
・5月22日㈰…市民プラザ・わくわく健康プラザ

集団接種で既に予約を受け付けている接種日について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、市公共施設の利用制限
および市主催イベントなどを中止・延期している場合があります。
　最新の市の新型コロナウイルス関連情報は、市nをご覧ください。

集団接種予約サイト市n

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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（
３
面
か
ら
続
く
）

国
民
健
康
保
険「
Ｑ

クＵ

Ｐピｉ
Ｏオ　
Ｐプ

ラ

ス

ｌ
ｕ
ｓ
」

で
健
康
増
進

　
「
Ｑ
Ｕ
Ｐ
ｉ
Ｏ　
Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
」

は
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
１８
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
、

被
保
険
者
の
健
康
づ
く
り
を
応

援
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー

ビ
ス
で
す
。

　
最
新
の
健
診
結
果
を
も
と
に
、

生
活
習
慣
病
の
５
年
後
の
発
症

率
を
判
定
す
る「
発
症
予
測
」や
、

日
々
の
生
活
の
中
で
役
立
つ
健

康
情
報
が
定
期
的
に
配
信
さ
れ

る「
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
」、
無
理

な
く
続
け
ら
れ
て
効
果
的
な
行

動
計
画
を
提
案
す
る「
お
す
す

め
行
動
計
画
」な
ど
、
思
わ
ず

健
康
づ
く
り
に
取
り
組
み
た
く

な
る
機
能
を
数
多
く
備
え
て
い

ま
す
。

　
さ
ら
に
、
日
々
の
健
康
づ
く

り
を
記
録
し
た
り
、
特
定
健
診

や
が
ん
検
診
な
ど
を
受
診
し
た

り
す
る
こ
と
な
ど
で
ポ
イ
ン
ト

が
貯
ま
り
、
貯
ま
っ
た
ポ
イ
ン

ト
は
、
健
康
関
連
グ
ッ
ズ
を
中

心
と
し
た
商
品
と
交
換
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お
得

で
便
利
な「
Ｑ
Ｕ
Ｐ
ｉ
Ｏ　

Ｐ

ｌ
ｕ
ｓ
」を
ご
自
身
の
健
康
増

進
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

参
加
方
法
市
n
の「
健
康
増
進

・
サ
ポ
ー
ト
事
業
」の
ペ
ー
ジ

に
あ
る
リ
ン
ク
先
か
ら
ア
ク
セ

ス
で
き
ま
す
。

登
録
の
際
は
、

「
被
保
険
者

証
」と「
メ
ー

ル
ア
ド
レ

ス
」が
必
要
で
す
。

l
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
は

保
険
年
金
課
☎
042
・
４
７
０
・

７
７
３
３
、
特
定
健
康
診
査
に

つ
い
て
は
健
康
課
☎
042
・
４
７

７
・
０
０
１
３

国
民
健
康
保
険�

傷
病
手
当
金

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

で
、
被
用
者
で
あ
る
方
が
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
り

患
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
働
く

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
に

お
い
て
、
傷
病
手
当
金
の
支
給

を
行
っ
て
い
ま
す
。

対
象
者
次
の
①
～
③
す
べ
て
を

満
た
す
方

①
東
久
留
米
市
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者

②
雇
用
契
約
に
基
づ
い
て
定
期

的
に
給
与
等
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
被
保
険
者（
個
人
事
業

主
な
ど
は
対
象
外
）

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
感
染
、
ま
た
は
発
熱
な
ど

感
染
の
疑
い
に
よ
る
療
養
の
た

め
働
く
こ
と
が
で
き
ず
、
給
与

等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

被
保
険
者

支
給
対
象
日
数
働
く
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し

て
３
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
働

く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間

支
給
額
直
近
の
継
続
し
た
３
カ

月
間
の
給
与
収
入
の
合
計
額
を

就
労
日
数
で
除
し
た
金
額
×
３

分
の
２
×
支
給
対
象
日
数（
上

限
あ
り
）

　
※
給
与
等
の
全
部
ま
た
は
一

部
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
は
、
支
給
額
が
調
整
さ
れ
た

り
、
支
給
さ
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

適
用
期
間
２
年
１
月
１
日
～
４

年
６
月
３０
日
の
間
で
、
療
養
の

た
め
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
期

間（
た
だ
し
、
入
院
が
継
続
す

る
場
合
な
ど
は
最
長
１
年
６
月

ま
で
）

申
請
方
法
原
則
郵
送
。
申
請
書

類
が
必
要
な
方
に
は
、
書
類
を

郵
送
し
ま
す
の
で
保
険
年
金
課

国
民
健
康
保
険
係
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
請

に
は
、
事
業
主
の
証
明
お
よ
び

保
健
所
が
発
行
す
る
就
労
制
限

に
係
る
通
知
な
ど
が
必
要
で
す

l
同
係
☎
042
・
４
７
０
・
７
７

３
３

子
ど
も

と
教
育

４
年
度
総
合
教
育
会
議

を
開
催
し
ま
す

◎
第
１
回

a
c
５
月
９
日
㈪
午
前
１０
時
半

～
１１
時
１５
分
。大
綱
の
改
定（
原

案
）に
つ
い
て

b
市
役
所
７
階
７
０
４
会
議
室

◎
第
２
回

a
c
７
月
１
日
㈮
午
前
１０
時
か

ら（
予
定
）。越
直
美
弁
護
士（
元

大
津
市
長
）に
よ
る
講
演
お
よ

び
市
長
・
教
育
長
・
教
育
委
員

に
よ
る
意
見
交
換（
演
題
は「
子

ど
も
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
は
な
ぜ
届
か
な

い
の
か
…
い
じ
め
へ
の
対
応
と

課
題
」）

　
※
希
望
者
は
傍
聴
も
で
き
ま

す
。

b
市
役
所
７
階
７
０
３
会
議
室

l
教
育
総
務
課
庶
務
係
☎
042
・

４
７
０
・
７
７
７
５

児
童
扶
養
手
当
を�

振
り
込
み
ま
す

　
４
年
３
月
～
４
月
分
の
児
童

扶
養
手
当
を
指
定
預
金
口
座
へ

振
り
込
み
ま
す
。

振
込
予
定
日
５
月
１３
日
㈮

　
※
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入

金
が
遅
れ
る

場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ

さ
い
。

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
042
・
４
７
０
・
７
７
３
６

児
童
育
成
手
当�

新
規
申
請
の
受
け
付
け

を
開
始
し
ま
す

　
児
童
育
成
手
当
は
５
月
申
請

分
以
降
、
４
年
度（
３
年
中
）の

所
得
を
対
象
に
審
査
を
行
い
ま

す（
左
表
参
照
）。
児
童
育
成
手

当（
育
成
手
当
、
障
害
手
当
）の

支
給
対
象
に
該
当
し
、
こ
れ
ま

で
所
得
超
過
な
ど
に
よ
り
受
給

し
て
い
な
い
方
の
う
ち
、
新
た

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、

早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
手
当
は
、
申
請
し
た
月
の
翌

月
分
か
ら
支
給
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
申
請
は
随
時
受
け
付
け

て
い
ま
す
が
、
申
請
が
遅
れ
た

場
合
、
遅
れ
た
月
数
分
の
手
当

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
５

月
中
に
児
童
青
少
年
課（
市
役

所
２
階
）へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

支
給
対
象
次
の
児
童
を
扶
養
し

て
い
る
方

育

成

手

当

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

１８
歳
到
達
後
の
最
初
の
３
月
末

日
ま
で
の
児
童

　
▼
父
ま
た
は
母
が
死
亡
▼
父

母
が
婚
姻
を
解
消
▼
父
ま
た
は

母
が
生
死
不
明
▼
父
ま
た
は
母

が
１
年
以
上
遺
棄
し
て
い
る
▼

父
ま
た
は
母
に
保
護
命
令
が
発

令
さ
れ
て
い
る
▼
父
ま
た
は
母

が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る

▼
母
が
婚
姻
に
よ
ら
ず
懐
胎
し
、

父
に
養
育
さ
れ
て
い
な
い
▼
父

ま
た
は
母
に
重
度
の
障
害
が
あ

る（
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
程
度
）

障

害

手

当

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

２０
歳
未
満
の
児
童

　
▼
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
程
度
▼
愛
の
手
帳
１
～
３
度

▼
脳
性
ま
ひ
、
ま
た
は
進
行
性

筋
萎
縮
症

支
給
金
額
▼
育
成
手
当
＝
月
額

１
万
３
５
０
０
円（
児
童
１
人

当
た
り
）▼
障
害
手
当
＝
月
額

１
万
５
５
０
０
円（
児
童
１
人

当
た
り
）

必
要
書
類
①
銀
行
口
座
の
わ
か

る
も
の
②
請
求
者
お
よ
び
児
童

の
戸
籍
謄
本（
障
害
手
当
の
み

申
請
の
場
合
は
不
要
）

　
※
受
給
要
件
に
よ
っ
て
は
、

他
の
書
類
が
必
要
で
す
の
で
、

児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係
☎

042
・
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
現
在
受
給
中
の
方
は

６
月
中
に
現
況
届
を
郵
送
し
ま

す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

l
同
係

デマンド型交通「くるぶー」をご利用くださいデマンド型交通「くるぶー」をご利用ください
　「くるぶー」は利用登録した方の予約に応じて乗合運行を行う地域公共交通で、予約時間に自宅と乗降場の
間（鉄道施設や公共・公益施設など）を運行します。現在、ラッピングされた３台（イチョウ号・ツツジ号・
オナガ号）の「くるぶー」がまちを走っています。身近な交通手段として、ぜひご利用ください。

専用フォーム 市n

市n

e市内在住で次のいずれかに該当する方
　▼７０歳以上の方▼妊娠されている方▼ ０歳～ ３歳児
　※�利用登録者の介助者・保護者・同一世帯の方も同乗できます（未登録者のみでの
乗車はできません。また、同乗者は登録者と同乗降場でしか乗り降りできません）。

g▼登録料＝無料
　▼�利用料金＝ １ 人 １ 回５００円（同乗者を含めた ２ 人以上での利用は １ 人 １ 回３００円。
小学生以下は無料）

j▼運行日＝月曜～金曜日（土曜・日曜日、祝日、年末年始は運休）
　▼運行時間＝午前 ９時（営業所出発）～午後 ５時（目的地到着）
　▼乗降場＝鉄道施設および公共・公益施設など３２カ所
k利用登録申請書に必要事項を記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。
①道路計画課（市役所 ５ 階）窓口②郵送（〒２０３－８５５５、市役所道路計画課宛て郵送を）
③o（０４２・４７０・７８０９）
※インターネット（市n〈専用フォームから〉）でも申し込みできます。
l道路計画課道路交通計画係☎０４２・４７０・７７６８市役所前を走る「くるぶー」

４年度（３年分）
児童育成手当所得制限限度額表

扶養親族等の人数 限度額

０人 ３６０万４，０００円未満

１人 ３９８万４，０００円未満

２人 ４３６万４，０００円未満

３人 ４７４万４，０００円未満

４人 ５１２万４，０００円未満

５人 ５５０万４，０００円未満

５人以降一人増すごと
に加算する金額 ３８万円
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

市民生活 子どもと教育



就
学
予
定
児
童
・
生
徒

の
就
学
相
談

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
来
春

小
・
中
学
校
へ
入
学
す
る
お
子

さ
ん
の
心
身
の
状
態
や
発
育
、

就
学
な
ど
で
悩
み
や
不
安
を
感

じ
て
い
る
保
護
者
の
方
を
対
象

に
、
就
学
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
の
お
子

さ
ん
が
将
来
に
向
け
て
可
能
性

を
最
大
限
に
伸
ば
す
た
め
に
適

切
な
学
校
教
育
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
就
学
相
談
員

が
相
談
・
情
報
提
供
を
行
い
ま

す
。

受
付
開
始
日
5
月
9
日
㈪
か
ら

電
話
で（
窓
口
で
も
可
）

受
付
時
間
午
前
9
時
〜
午
後
4

時受
付
・
相
談
場
所
指
導
室（
市

役
所
6
階
）

l
同
室
特
別
支
援
教
育
係
就
学

相
談
員
☎
042
・
4
7
0
・
8
0

3
2フ

ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト

・
セ
ン
タ
ー
の
ご
案
内

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
は
、
子
ど
も
を
持
つ

家
庭
の
支
援
事
業
と
し
て
厚
生

労
働
省
と
都
が
推
進
し
て
い
る

事
業
で
す
。
実
施
主
体
は
市
で
、

市
社
会
福
祉
協
議
会
が
委
託
を

受
け
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

子
育
て
の
手
助
け
を
し
て
ほ

し
い
方（
フ
ァ
ミ
リ
ー
会
員
）と
、

子
育
て
の
お
手
伝
い
を
し
た
い

方（
サ
ポ
ー
ト
会
員
）が
会
員
と

な
っ
て
、
地
域
で
助
け
合
う
組

織
で
す
。
幼
稚
園
行
事
な
ど
で

子
ど
も
を
連
れ
て
い
け
な
い
時
、

買
い
物
や
外
出
時
に
預
け
た
い

時
、
残
業
な
ど
で
保
育
園
や
学

童
の
お
迎
え
が
間
に
合
わ
な
い

時
な
ど
に
地
域
の
協
力
者
が
お

手
伝
い
し
ま
す
。

利
用
料
金
▼
平
日
お
よ
び
土
曜

日
の
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
＝

1
時
間
当
た
り
7
0
0
円
▼
平

日
お
よ
び
土
曜
日
の
午
前
9
時

〜
午
後
5
時
以
外
の
時
間
＝
1

時
間
当
た
り
9
0
0
円
▼
日
曜

日
、
祝
日
、
年
末
年
始
＝
1
時

間
当
た
り
9
0
0
円

　

※
前
日
ま
で
の
キ
ャ
ン
セ
ル

は
無
料
。
当
日
キ
ャ
ン
セ
ル
は

依
頼
し
た
時
間（
利
用
時
間
）の

半
額
に
な
り
ま
す
。

利
用
方
法
フ
ァ
ミ
リ
ー
会
員
・

サ
ポ
ー
ト
会
員
の
い
ず
れ
も
入

会
申
し
込
み（
会
員
登
録
）が
必

要
で
す
。
ま
ず
は
事
業
説
明
会

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

サ
ポ
ー
ト
会
員
募
集
サ
ポ
ー
ト

会
員
は
入
会
後
、
6
月
に
開
催

す
る
講
習
会
の
受
講（
修
了
）に

よ
り
登
録
と
な
り
、
そ
の
後
、

活
動
を
紹
介
し
ま
す
。

l
同
セ
ン
タ
ー
事
務
局
☎
042
・

4
7
5
・
3
2
9
4

高
齢
者

・
福
祉

認
知
症
介
護
者
家
族
会

を
開
催
し
ま
す

　

認
知
症
の
方
を
介
護
す
る
ご

家
族
の
方
、
一
人
で
介
護
の
悩

み
を
抱
え
て
い
ま
せ
ん
か
。
日

々
の
こ
と
や
心
配
事
な
ど
、
気

軽
に
話
し
、
ほ
っ
と
で
き
る
場

所
と
し
て
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
の
地
域
を
確
認
し
、
担

当
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

に
申
し
込
み
の
上
、
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

参
加
費
無
料

◎
東
部
地
域
に
お
住
ま
い
の
方

e
上
の
原
・
神
宝
町
・
金
山
町

・
氷
川
台
・
大
門
町
・
東
本
町

・
新
川
町
・
浅
間
町
・
小
山

a
b
5
月
17
日
㈫
午
後
1
時
15

分
〜
2
時
45
分
。
東
部
地
域
セ

ン
タ
ー
会
議
室
2

k
l
東
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
042
・
4
2
8
・
7
7
8

8
ま
た
は
☎
042
・
4
7
3
・
9

9
9
6

◎
中
部
地
域
に
お
住
ま
い
の
方

e
本
町
・
幸
町
・
中
央
町
・
南

沢
・
学
園
町
・
ひ
ば
り
が
丘
団

地
・
南
町
・
前
沢
一
〜
三
丁
目

a
b
5
月
9
日
㈪
午
後
1
時
15

分
〜
2
時
半
。
中
央
町
地
区
セ

ン
タ
ー
第
1
会
議
室

k
l
中
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
042
・
4
7
0
・
8
1
8

6
ま
た
は
☎
042
・
4
5
1
・
5

1
2
1

◎
西
部
地
域
に
お
住
ま
い
の
方

e
前
沢
四
・
五
丁
目
、
滝
山
・

野
火
止
・
八
幡
町
・
柳
窪
・
弥

生
・
下
里

a
b
5
月
23
日
㈪
午
後
1
時
15

分
〜
2
時
半
。
西
部
地
域
セ
ン

タ
ー
講
習
室
2

k
l
西
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
042
・
4
7
2
・
0
6
6

1
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー

「
令
和
4
年
度

初
級
手
話
講
習
会
」

　

手
話
の
基
礎
を
学
び
た
い
方

を
対
象
に
初
級
手
話
講
習
会
を

開
催
し
ま
す
。

a
全
30
回
。
6
月
8
日
〜
5
年

2
月
15
日
の
毎
週
水
曜
日
、
午

後
7
時
〜
9
時（
夏
休
み
、
祝

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

b
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
会

議
室

e
18
歳
以
上
で
市
内
在
住
・
在

勤
の
方

f
20
人

g
無
料

k
5
月
9
日
㈪
〜
13
日
㈮
の
午

前
9
時
〜
午
後
5
時
に
電
話
で

同
セ
ン
タ
ー
☎
042
・
4
7
7
・

2
7
1
1
へ

l
同
セ
ン
タ
ー

地
域
福
祉
推
進
事
業

補
助
金

　

東
久
留
米
市
地
域
福
祉
推
進

事
業
補
助
金
の
新
規
交
付
団
体

を
募
集
し
ま
す
。

　

市
で
は
地
域
福
祉
の
推
進
を

図
る
た
め
、
市
内
の
非
営
利
民

間
団
体（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
）が
社
会

資
源
を
有
効
に
活
用
し
て
実
施

す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
、

補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

補
助
対
象
事
業
は
、
日
常
生

活
サ
ー
ビ
ス（
家
事
援
助
・
介

護
・
食
事
・
移
送
・
入
浴
の
各

サ
ー
ビ
ス
）で
す
。

　

新
規
で
補
助
金
の
交
付
を
希

望
す
る
団
体
は
、
福
祉
総
務
課

福
祉
政
策
係
☎
042
・
4
7
0
・

7
7
4
9
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

l
同
係

住
環
境

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク

に
お
け
る
ご
み
収
集

　

4
月
29
日

、
5
月
3
日

〜
5
日

は
い
ず
れ
も

祝
日
で
す
が
、
平
日
と
同
様
に

収
集
し
ま
す
。

　

ご
み
と
資
源
物
は
、
決
め
ら

れ
た
収
集
日
の
当
日
、
午
前
8

時
半
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

小
型
廃
家
電
類
を
除
く
全
品
目

が
戸
別
収
集
で
す
。

　

ご
み
収
集

日
や
分
別
な

ど
の
ご
み
出

し
ル
ー
ル
は

市
n
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

l
ご
み
対
策
課
☎
042
・
4
7
3

・
2
1
1
7（
粗
大
ご
み
の
申

し
込
み
は
☎
042
・
4
7
3
・
2

1
1
8
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
）

市n

自転車安全利用ＴＯＫＹＯキャンペーン

　「わくわくすこやか体操」は市リハビリーテーション協議会
の理学療法士が作成し、市民の皆さんと一緒に取り組んでい
る東久留米市のご当地体操です。
　一人でも自宅でも取り組めます。「よく転びそうになる」な
どお悩みの方は、この機会にぜひ、介護予防・フレイル予防
に取り組みましょう。
l介護福祉課地域ケア係☎042・470・7777（内線2501～2503）

わくわくすこやか体操わくわくすこやか体操
で介護予防・
フレイル予防に
取り組もう

準備運動・整理運動編の１シーン

　 5月 1日㈰～31日㈫に、自転車の交通ルールを広く周知するため、警察署および
関係団体が連携して「自転車安全利用TOKYOキャンペーン」を実施します。
　 2年 6月30日に一部改正された道路交通法により、危険な行為を 3年以内に 2回
以上行った14歳以上の自転車運転者に対し、6,000円の手数料の支払いと 3時間の
自転車運転者講習の受講が義務付けられました。受講命令に従わなかった場合は、
5万円以下の罰金となります。
◎自転車安全利用五則を守りましょう
　①自転車は、車道が原則、歩道は例外②車道は左側を通行③歩道は歩行者優先で、
車道寄りを徐行④安全ルールを守る、飲酒運転、二人乗り、並進の禁止、夜間はラ
イトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認⑤子どもはヘルメットを着
用
　交通ルールを守って安全に自転車を利用しましょう。
l田無警察署☎042・467・0110または市管理課管理調整担当☎042・470・7764自転車マナーアップ強化月間のポスター

▲準備運動・整理運動編 ▲基礎体操編 ▲ゴムハンド編

「わくわくすこやか体操」は全部で 3種類
市公式動画チャンネルで配信中

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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●シェイクアウト訓練とは
　シェイクアウト訓練とは、平成２０年（２００8年）にアメリカで始まった、
地震の際の安全確保行動である「命を守る ３動作」を約 １分で行う防災
訓練です。

「当選しました」メールに
ご注意ください
Ｑ．「１０億円の宝くじに当選しまし
た」というメールが届き、当選金
受け取りのため、現金・電子マネ
ー・クレジットカードで手続費用
を支払いました。でも受け取れま
せん。お金を返してもらえますか。

A．自分が買っていないのに当選
する宝くじはありません。知らな
い人がお金をくれるという話は危
険です。メールに添付されたURL
にアクセスすると出会い系サイト
に誘導され、「お金を受け取ってほ
しい」と言い続ける相手とメール
のやりとりをするため次々とポイ
ントを購入することになります。
「送金手数料」「認証手続」「エラー
解除」「再発行」「課税」など、さま
ざまな理由で費用を請求され払い
続けたという相談が、世代を問わ
ずセンターに寄せられます。「誰に
も話してはならない」と口止めさ
れ、「これで最後」「この手続きが終
われば入金する」と支払い能力の

限界まで続けることもあります。
おかしいと思ったら、すぐにメー
ルを止めましょう。払ったお金を
取り戻すため、さらに費用を払う
のは止めましょう。よく似たもの
に「遺産を寄付する」「投資で儲か
る」というものがあります。だま
されたと分かっても全額取り戻す
のは困難です。自分や家族がトラ
ブルに遭ったと思ったら、消費者
センターにご相談ください。

《消費者相談》
●平日の午前１０時〜正午、午後 １
時〜 ４ 時＝市消費者センター☎
０4２・4７３・4５０５
●平日および土曜・日曜日、祝日
の午前１０時〜午後 ４ 時＝消費者ホ
ットライン☎１88

（
５
面
か
ら
続
く
）

日
常
生
活
事
故
に
注
意

　
東
京
消
防
庁
管
内
で
は
、
日

常
生
活
中
の
怪
我
な
ど
で
、
年

間
約
１２
万
７
０
０
０
人
が
救
急

搬
送
さ
れ
て
い
ま
す
。

c
▼
乳
幼
児
の
転
倒
＝
５
歳
以

下
で
最
も
多
い
事
故
が「
転
倒
」

で
す
。
机
や
テ
ー
ブ
ル
、
階
段

に
起
因
す
る
も
の
が
多
く
、
乳

幼
児
の
日
々
の
成
長
に
応
じ
て
、

起
き
や
す
い
事
故
に
つ
い
て
対

策
し
ま
し
ょ
う
▼
高
齢
者
の
お

ぼ
れ
＝
高
齢
者
の「
お
ぼ
れ
」は

９９
㌫
以
上
が
入
院
を
必
要
と
す

る
中
等
症
以
上
に
な
り
、
他
の

年
代
と
比
べ
重
症
化
す
る
こ
と

が
多
く
、
そ
の
大
半
が
浴
槽
で

発
生
し
て
い
ま
す
。
入
浴
時
は

家
族
に
知
ら
せ
、
こ
ま
め
に
声

を
か
け
ま
し
ょ
う

l
東
久
留
米
消
防
署
防
災
安
全

係
☎
０４２
・
４
７
１
・
０
１
１
９

◎
東
京
消
防
庁
公
式
ア
プ
リ�

　
消
防
や
救
急
の
知
り
た
い
情

報
を
手
軽
に
入
手
で
き
る
情
報

ツ
ー
ル
で
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

東京消防庁n

自
転
車
盗
に
注
意

　
自
転
車
の
盗
難
被
害
の
う
ち
、

約
６
割
の
自
転
車
が
無
施
錠
で

す
。
ま
た
、
駅
周
辺
の
自
転
車

が
狙
わ
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
自
転
車
を
盗
ま
れ
な
い
た
め

に
、
次
の
点
に
気
を
つ
け
ま
し

ょ
う
。

　

▼
自
転
車
に
は
防
犯
登
録

（
所
有
者
登
録
）を
す
る
▼
少
し

の
時
間
で
も
自
転
車
か
ら
離
れ

る
時
は
必
ず
鍵
を
か
け
る
▼
常

設
キ
ー
の
他
に
防
犯
性
の
高
い

補
助
錠
で
２
重
ロ
ッ
ク
を
す
る

　
新
生
活
が
始
ま
る
こ
の
時
期
、

防
犯
意
識
を
高
め
て
被
害
を
防

ぎ
、
気
持
ち
良
く
通
勤
・
通
学

し
ま
し
ょ
う
。

l
警
視
庁
田
無
警
察
署
☎
０４２
・

４
６
７
・
０
１
１
０

ハ
ク
ビ
シ
ン
に 

注
意
し
ま
し
ょ
う

　
ハ
ク
ビ
シ
ン
は
都
内
に
生
息

し
て
お
り
、
市
に
も
目
撃
情
報

や
被
害
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。
野
生
動
物
に
は
で
き
る

だ
け
近
づ
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
ハ
ク
ビ
シ
ン
は
、
体
長
が
約

９０
～
１
１
０
㌢
㍍
で
頭
部
が
入

れ
ば
狭
い
隙
間
で
も
通
り
抜
け

ま
す
。
木
登
り
が
得
意
で
夜
行

性
で
す
が
日
中
も
活
動
し
ま
す
。

雑
食
性
で
特
に
果
物
を
好
ん
で

食
べ
、
フ
ン
を
同
じ
場
所
に
溜

め
る
習
性
が
あ
り
ま
す
。

ハクビシン

◎
被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
に

　
▼
家
屋
へ
の
浸
入
を
防
ぐ
た

め
に
、
侵
入
口
に
な
る
隙
間
を

ふ
さ
ぐ
▼
敷
地
内
の
果
物
の
実

を
早
め
に
収
穫
す
る
か
網
な
ど

を
か
け
る
▼
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
の

残
り
や
生
ご
み
な
ど
を
外
に
放

置
し
な
い

◎
捕
獲
・
駆
除
を
す
る
に
は

　
鳥
獣
保
護
法
に
よ
り
捕
獲
許

可
が
な
い
と
捕
獲
・
駆
除
が
で

き
ま
せ
ん
。
駆
除
す
る
場
合
は

専
門
の
業
者
を
紹
介
し
ま
す
。

l
環
境
政
策
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
５
３

民
有
地
の
ハ
チ
対
策

　
市
で
は
、
個
人
の
住
宅
や
管

理
者
が
居
る
集
合
住
宅
な
ど
、

民
有
地
に
で
き
た
蜂
の
巣
の
駆

除
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ハ
チ

は
、
特
に
手
入
れ
不
足
の
庭
木

な
ど
に
多
く
巣
づ
く
り
を
し
ま

す
の
で
、
手
入
れ
を
充
分
に
し

て
く
だ
さ
い
。

◎
ハ
チ
の
巣
を
取
り
除
く
と
き

　
ア
シ
ナ
ガ
蜂
は
攻
撃
性
が
少

な
い
の
で
、
薬
局
な
ど
で
ハ
チ

専
用
の
駆
除
ス
プ
レ
ー
を
購
入

し
駆
除
が
可
能
で
す
。
ス
ズ
メ

バ
チ
は
凶
暴
で
攻
撃
性
が
強
い

た
め
、
専
門
の
駆
除
業
者
へ
の

依
頼
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◎
駆
除
業
者
の
紹
介

　
市
で
は
、
協
定
を
結
ん
だ
市

内
の
駆
除
業
者
を
紹
介
し
て
い

ま
す
。

i
駆
除
費
用
は
自
己
負
担
で
す
。

依
頼
す
る
場
合
は
、
複
数
の
業

者
か
ら
見
積
も
り
を
取
り
、
ご

検
討
く
だ
さ
い

市n

l
環
境
政
策
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
５
３

お
知
ら
せ

５
月
は
赤
十
字
運
動
月
間

　
赤
十
字
運
動
月
間
は
全
国
で

赤
十
字
活
動
の
Ｐ
Ｒ
イ
ベ
ン
ト

と
活
動
資
金
の
募
集
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
が
行
わ
れ
ま
す
。
市
内
で

は「
防
災
・
減
災
に
役
立
つ
知

識
を
身
に
つ
け
よ
う
」と
い
う

テ
ー
マ
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ

れ
ま
す
。
主
催
は
市
赤
十
字
奉

仕
団
。

a
５
月
１4
日
㈯
午
前
１１
時
～
午

後
３
時

b
市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば

c
①
簡
易
ト
イ
レ
の
説
明（
携

帯
ト
イ
レ
を
実
際
に
組
み
立
て

た
後
、
た
た
ん
で
お
持
ち
帰
り

い
た
だ
け
ま
す
）②
防
災
用
品

（
安
眠
セ
ッ
ト
、
緊
急
セ
ッ
ト
、

常
備
備
蓄
品
な
ど
）の
展
示
③

災
害
の
写
真
展
④
体
験
な
ど

l
同
奉
仕
団
・
宮
原
☎
０４２
・
４

７
３
・
１
９
５
２
、
ま
た
は
市

福
祉
総
務
課
☎
０４２
・
４
７
０
・

７
７
４
９

日
本
赤
十
字
社
へ
の
寄
付

　
同
イ
ベ
ン
ト
会
場（
当
日
の

み
）、
お
よ
び
福
祉
総
務
課
窓

口（
常
時
）に
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ボ

ッ
ク
ス
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

温
か
い
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま

す
。
こ
の
他
、
同
社
へ
ご
寄
付

い
た
だ
け
る
方
は
、
日
本
赤
十

字
社
東
京
都
支
部
振
興
課
☎
０３

・
５
２
７
３
・
６
７
４
３（
平

日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
半
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　広報ひがしくるめに掲載
している「消費生活Q＆A」
のバックナンバーを市nで
ご覧になれます。消費者セ
ンターへ寄せられる相談の
中で、皆さんに知っておい
てほしいことを掲載してい
ます。ぜひご覧ください。

市n

番組放送日時 ５ 月２4日㈫午前１１時～１１時５4分
実施番組名「ラジオで防災！シェイクアウト訓練」
参加方法事前登録にご協力をお願いします。当日、
FMラジオ(8５.4MHz)またはスマホやパソコンで番組
をお聴きください。
※�事前登録方法など、詳細はシェイクアウト訓練特設
nをご覧ください。
l防災防犯課防災防犯担当☎０4２・4７０・７７６９

特設n

FMプラプラ
TOKYO854
公式アプリ

画像提供　効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議

ハートラちゃん

ラジオシェイクアウト訓練ラジオシェイクアウト訓練
５月２４日㈫５月２４日㈫

　コミュニティFM局「TOKYO8５4」では、自宅でできる「シェイクア
ウト訓練」をラジオ番組内で実施します。「TOKYO8５4」が聴けるラジ
オやアプリを入れたスマートフォンがあれば誰で
も参加することができます。
　災害はいつやってくるかわかりません。この機
会にラジオシェイクアウト訓練に参加して、災害
への事前の備えを再確認しましょう。
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お知らせ住環境



日
本
語
教
室 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を 

募
集
し
ま
す

　
「
東
久
留
米
国
際
友
好
ク
ラ

ブ
」と「
東
久
留
米
に
ほ
ん
ご
ク

ラ
ス
」の
２
団
体
で
は
、
外
国

人
と
一
緒
に
日
本
語
を
学
習
す

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
日
本
語
で
日
本
語
を

教
え
ま
す
の
で
、
資
格
や
外
国

語
力
は
問
い
ま
せ
ん
。

　
関
心
の
あ
る
方
は
、
説
明
会

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

東
久
留
米
国
際
友
好
ク
ラ
ブ

　
日
本
語
教
室（
大
人
・
子
ど

も
）の
ほ
か
、
交
流
活
動
も
行

っ
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

で
す
。
詳
細
は
同
ク
ラ
ブ
n
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

東久留米国際
友好クラブn

説
明
会
６
月
７
日
㈫
午
後
２
時

か
ら
、市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル（
市

役
所
１
階
）で
。
６
月
２
日
㈭

ま
で
に
申
し
込
み
を

東
久
留
米
に
ほ
ん
ご
ク
ラ
ス

　
毎
週
火
曜
日
の
午
後
７
時
か

ら
始
ま
る
夜
の
ク
ラ
ス
で
す
。

詳
細
は
同
ク
ラ
ス
n
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

東久留米にほ
んごクラスn

説
明
会
５
月
２４
日
㈫
午
後
７
時

か
ら
、
市
民
プ
ラ
ザ
会
議
室
で
。

５
月
１７
日
㈫
ま
で
に
申
し
込
み

を共

通

事

項

k
l
生
活
文
化
課
☎
０４２
・
４
７

０
・
７
７
３
８

職
員
募
集

学
童
保
育
所
児
童
厚
生
員

（
会
計
年
度
任
用
職
・

ア
シ
ス
タ
ン
ト
職
）

任
用
期
間
６
月
１
日
～
５
年
３

月
３１
日（
５
年
４
月
１
日
以
降

は
条
件
付
き
で
再
度
任
用
の
場

合
あ
り
）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日（
祝

日
を
除
く
）、
月
７５
時
間
程
度

（
変
則
勤
務
有
り
）。
午
前
８
時

１５
分
～
午
後
６
時
の
間
で
、
４

～
７
時
間
の
シ
フ
ト
勤
務

勤
務
内
容
学
童
保
育
所
に
お
け

る
児
童
の
育
成
支
援
の
補
助
な

ど募
集
人
数
若
干
名

報
酬
な
ど
時
給
１
１
０
２
円

（
別
途
、
交
通
費
相
当
額
と
期

末
手
当
の
支
給
は
市
の
規
定
に

よ
る
）

応
募
書
類
市
販
履
歴
書（
写
真

添
付
）

k
５
月
１６
日
㈪
ま
で
の
月
曜
～

金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）の
午
前

８
時
半
～
午
後
５
時（
正
午
～

午
後
１
時
を
除
く
）に
、
応
募

書
類
を
直
接
児
童
青
少
年
課
児

童
青
少
年
係（
市
役
所
２
階
）へ

持
参
を
。
書
類
選
考
後
、
面
接

の
上
決
定
。
提
出
さ
れ
た
履
歴

書
は
返
却
し
ま
せ
ん

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

３
５

官
公
署

　
な
ど

都
営
住
宅
入
居
者
募
集

募
集
の
種
類
・
対
象
①
世
帯
向

け（
一
般
募
集
住
宅
）②
若
年
夫

婦
・
子
育
て
世
帯
向
け（
定
期

使
用
住
宅
）③
居
室
内
で
病
死

な
ど
が
あ
っ
た
住
宅

　
※
①
～
③
そ
れ
ぞ
れ
に
申
し

込
み
資
格
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
細
は
募
集
案
内
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

募
集
案
内
の
配
布
期
間
・
場
所

土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
５
月
６

日
㈮
～
１６
日
㈪
に
、
都
市
計
画

課（
市
役
所
５
階
）、
上
の
原
・

ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡

所
、
東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
、
都

庁
案
内
所
、
都
内
各
市
区
役
所

・
町
村
役
場
、
東
京
都
住
宅
供

給
公
社
都
営
住
宅
募
集
セ
ン
タ

ー
、
同
公
社
各
窓
口
セ
ン
タ
ー

で
　
※
５
月
７
日
㈯
・
８
日
㈰
・

１５
日
㈰
の
３
日
間
は
、
い
ず
れ

も
午
前
９
時
半
～
午
後
５
時
に
、

東
京
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
前

（
都
庁
第
一
本
庁
舎
１
階
）で
配

布
し
ま
す
。

　
※
配
布
期
間
中
は
同
公
社
n

か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

k
５
月
２０
日
㈮
ま
で
に（
必
着
）、

募
集
案
内
に
同
封
の
申
込
書
・

封
筒
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

郵
送
を

　
※
②
若
年
夫
婦
・
子
育
て
世

帯
向
け（
定
期
使
用
住
宅
）の
み

オ
ン
ラ
イ
ン
申
し
込
み
も
で
き

ま
す
。
５
月
２０
日
㈮
ま
で
に
都

営
住
宅
入
居
者
募
集
サ
イ
ト
内

で
申
し
込
み
完
了
し
た
も
の
を

受
け
付
け
ま
す
。

l
同
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
☎
０３

・
３
４
９
８
・
８
８
９
４（
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　
※
５
月
６
日
㈮
～
２０
日
㈮
は

☎
０
５
７
０
・
０
１
０
・
８
１

０（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）へ
。

同公社n都営住宅入居
者募集サイト

面
接
対
策
セ
ミ
ナ
ー
・

就
職
面
接
会

　
市
と
清
瀬
市
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
三
鷹
が
共
催
す
る
完
全
予
約

制
の
面
接
対
策
セ
ミ
ナ
ー
お
よ

び
就
職
面
接
会「
介
護
福
祉
し

ご
と
フ
ェ
ア
in清
瀬
＆
東
久
留

米
」を
開
催
し
ま
す
。

　
面
接
会
は
、
介
護
福
祉
系
の

企
業
５
社
が
参
加
予
定
で
、
資

格
や
経
験
が
無
く
て
も
応
募
で

き
る
職
種
が
あ
り
ま
す
。

a
５
月
２０
日
㈮
①
午
前
１０
時
～

正
午
②
午
後
１
時
半
～
４
時

b
清
瀬
市
ア
ミ
ュ
ー
ホ
ー
ル

（
清
瀬
市
元
町
１

−

２

−

１１
、

７
階
）

c
①
面
接
対
策

セ
ミ
ナ
ー
②
就

職
面
接
会（
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加
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容
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市
内
お
よ
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近
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企
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参
加
予
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で
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開
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日
約
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間
前
に
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n
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ハ
ロ
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ワ

ー
ク
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で
公
開
予
定
〉）

f
①
４０
人
②
３０
人
程
度（
い
ず

れ
も
先
着
順
。
完
全
予
約
制
）

h
①
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記
用
具
②
履
歴
書

i
車
で
の
来
場
不
可

k
４
月
２５
日
㈪
午
前
８
時
半
か

ら
、
電
話
で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
三

鷹（
職
業
相
談
部
門
）☎
０
４
２

２
・
４
７
・
８
６
１
７
へ

l
同
相
談
部
門

市民大学短期コース市民大学短期コース
受講生募集受講生募集

同協会n

　さまざまな分野での豊かな経験を持つ市民講師が講座を開講します。市民同士の学び
合いの場に参加しませんか。
a ６ 月 １ 日㈬〜 ７月２８日㈭b生涯学習センターc講義、体験学習e市内在住・在勤・在
学の方fd下表参照g▼ １ 回コース＝１００円▼ ３ 回コース＝３００円。一部の講座で教材費
有り（下表参照）h詳細は市文化協会nをご確認くださいi１０人以上の応募がない場合は
開講しません（全講座共通）k ５ 月１２日㈭までに（必着）、通常はがきに講座名（複数可）・
住所（郵便番号含む）・氏名（ふりがな）・年代・性別・電話番号を記入の上、〒２０３−
００５４、中央町 ２− ６−２３、生涯学習センター内NPO法人東久留米市文化協会事務局「市
民大学短期コース申し込み」係宛て郵送、または同協会nから申し込みを
l同協会事務局☎０４２・４７７・４７００

４年度市民大学短期コース　（前期）　講座一覧
No.
※１

講師名
（敬称略） 講座名 定員

（人） 日　程 時　間
※２ 講座概要 教材費

１ 祝　春奈 「収活（終活）のススメ」〜モノの選び方・手放し方〜 ３０ ６月１日㈬ 午前 整理収納の基本を学び、快適な暮らしを手に入れましょう −
２ 本田　純 ストラヴィンスキーの音楽を聴く ２０ ６月３日㈮ 午後２ ストラヴィンスキーの音楽について学び、そして聴きます −
３ 長谷川　正次 年金受給者と税金 ２０ ６月８日㈬ 午前 年金受給者の税金についてファイナンシャルプランナーが詳しく解説します −

４ 福田　千文 ストレッチ＆エクササイズとペルーのダンス　マリ
ネラを踊ってみよう １５ ６月９日㈭ 午前 ストレッチとエクササイズのあと、ペルーのダンスを体験しましょう −

５ 福田　麻実 初夏の好感度アップメイク講座 １０ ６月９日㈭ 午後２ 初夏の装いにも映える、爽やかで品のあるフェミニンメイクを学びます ５５０円
６ 林　和恵 着物の着つけ（普段着に半巾帯をしめる） １０ ６月１４日㈫ 午後１ おしゃれな普段着（小紋・紬）を、美しく着こなすポイントを学びましょう −
７ 中川　由喜子 洋服づくりがカンタンになる「パターン修正編」 １０ ６月２８日㈫ 午前 実物大型紙を修正して自分用のパターンを作ろう １００円
８ 松澤　亮 のこぎり音楽を楽しもう １０ ７月４日㈪ 午後１ 西洋のこぎりを使って、「エーデルワイス」を弾いてみよう −
９ 鈴木　篤史 ケアマネジャーによる疲れない介護 ２０ ７月２８日㈭ 午後１ 介護で疲れないための方法について対話型・参加型の研修講座 −

１０ 吉田　憲一 海外生活と無償援助工事について ２０ ６月２日・１６
日・３０日㈭ 午前 海外での生活環境（衣食住、気候、治安、言語）と無償資金援助工事についての体験談を

伝えたい −

１１ 加藤　正三郎 水彩スケッチ（身近な物を描く） １５ ６月６日・１３
日・２０日㈪ 午後１ 夏野菜、花、小物など身近な物を題材にして描く講座 ２４０円

１２ 有賀　千歳 エゴグラムで自分発見 ３０ ６月７日・２１
日・２８日㈫ 午前 エゴクラムを知り、演習を通して自分の性格の自己診断をし、よりよく生きるためのヒ

ントを掴んでみませんか ４００円

１３ 岩本　吉男 「歴史講座」　敗戦直後の東京裁判は、はたして公正
だったのか ３０ ６月７日・１４

日・２１日㈫ 午後１ 戦後７５年、多くの真実が明らかになりました。その真実を学びます（内容は中学の歴史
教科書レベル） −

１４ 小牧　完次 頼りになるオヤジ・ママになろう！（父原病と母原
病を学ぶ） ２０ ６月８日・１５

日、７月６日㈬ 午後１ 父原病や母原病がもたらす幼弱性（依存性、逃避性、観念性、自己中心性）の克服と対策
を事例で参加者同士で話し合う −

１５ 新堀　栄介 幼児、児童（小学生）の書写指導者養成講座 ２０ ６月１０日・１７
日・２４日㈮ 午前 小学校書写教育担当の先生の悩み事に答え、実技指導を行います −

１６ 黒田　恵美 理学療法士がお伝えするママのからだケア講座 １０ ７月５日・１２
日・１９日㈫ 午前 ヨガやピラティスをベースとしたゆったりとした運動を行います −

１７ 川崎　幸治 学べる金融とパソコン講座 １０ ７月５日・１２
日・１９日㈫ 午後１ あなたのパソコン・スマートフォンで、簡単にできる投資のお話をします −

１８ 浦上　たか子 人の心に響く聴き方共感的コミュニケーション １０ ７月７日・１４
日・２１日㈭ 午前 共感的な聴き方・考え方を、ワーク中心で体験・練習します −

※１　No.１〜９は１回コース、No.１０〜１８は３回コース　　※２　午前＝午前１０時〜正午、午後１＝午後１時〜３時、午後２＝午後４時〜６時

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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会 員 募 集
◆東久留米パソコンクラブ＝a月 ３ 回。
金曜日午後 １ 時半～ ３ 時半b生涯学習セ
ンターg会費月１，０００円他j写真を加工
して、アートな作品を作ります。初心者
向け。パソコン持参l渋沢☎０８０・１２５７
・３８５７
◆東久留米市ターゲット・バードゴルフ
協会＝a毎週月曜・水曜・木曜日と隔週
土曜日、午前 ９ 時～正午（月 １ 回月例大
会）b白山公園、南町・西部運動広場、
柳泉園野球場（月例大会他）g会費年５，
０００円j誰でも気軽に楽しく健康維持・
増進に最適な生涯スポーツですl坂田☎
０４２・４７３・５２４５
◆社交ダンス（草の実ダンス同好会）＝a
月 ３ 回。火曜日午後 １ 時半～ ４ 時b西部
地域センターg会費月２００円j素敵な音
楽に合わせてフリーで踊っています。年
齢制限なし。見学自由。ダンス靴ご持参
くださいl佐藤☎０９０・５３９６・４５４４
◆東久留米スポーツウエルネス吹矢協会
＝a毎週金曜日午前 ９ 時～１１時他bスポ
ーツセンターg入会金１，０００円、参加費
１ 回２００円jスポーツウエルネス吹矢式
呼吸法でさまざまな健康効果が期待でき

ますl土屋☎０９０・３３１４・０９０２
◆歌謡サークル（春

しゅん

江
こう

会
かい

）＝a月 ２ 回。火
曜日午後 １ 時～ ４ 時b西部地域センター
g会費月２，０００円j大いに歌って笑って、
さらに健康。人生これから。お待ちして
いますl篠崎☎０９０・１０４２・５７４４
◆練功体操（白山体操クラブ）＝a毎日午
前 ９ 時～１０時（雨天中止）b白山公園g会
費年１，０００円j見学・体験歓迎。２６年間
以上続いているクラブです。楽しくみん
なで練功体操l上

かみ

岸
ぎし

☎０４２・４７５・７５５７
◆カントリーダンス（メダカの会）＝a毎
週火曜日午前 ９ 時半～１１時半他b西部地
域センターg会費月４００円他j楽しい音
楽とカントリーダンスを一緒に踊りませ
んか。見学大歓迎l谷口☎０８０・１１９７・
６２４２
◆大正琴（和

なごみ

会）＝a月 ２ 回。月曜・木曜
日午前１０時～午後 ４ 時b八幡町地区セン
ター他g入会金１，５００円、会費月３，５００円
他j数字譜でどなたも簡単に弾けます。
初心者歓迎。無料講習・見学可l久保☎
０９０・７７３９・０３３０
◆居合・棒・合気術（錬心武友会）＝a毎
週日曜日午前１１時半～午後 ５ 時４０分bス
ポーツセンターg入会金３，０００円、会費
月３，０００円j小学生以上の方、経験のな
い方、誰でもできますl細谷☎０４２・４２１
・４０７５
◆剣道（雅心剣友会）＝a毎週土曜日午後

５ 時～ ７ 時と日曜日午前 ８ 時～１１時b第
五小学校g入会金９００円、会費月１，０００円
j感染対策徹底し活動。見学体験可。ブ
ログぜひご覧くださいl三瓶☎０４２・４７２
・４０５２
◆スクエアダンス（東久留米スクエアダ
ンスクラブ）＝a毎週水曜日午後 ６ 時半
～ ８ 時半b市民プラザg会費月１，２５０円
j音楽に乗って ８ 人が隊形を変えながら
踊ります。年齢制限なし。来て、見て、
ためしてl山口☎０４２・４７６・０７９２
◆絵画の会（杉の会）＝a毎月第 １ 土曜日
午前 ９ 時～正午b生涯学習センターg会
費月２，０００円j日本画、水彩、アクリル
を楽しく描きましょう。画家による指導
あり。岩絵具準備ありl橋本☎０４２・４２３
・６０８６
◆エッセイの会＝a月 １ 回。第 ４ 木曜日
午後 １ 時～ ３ 時b生涯学習センターg入
会金１，０００円、会費月５００円他j初心者歓
迎。各自の書いたエッセイを会員同士で
読み合わせしますl常

つね

泉
いずみ

☎０８０・５０７５・
２０４１
◆東久留米自然ふれあいボランティア＝
a月 ４ 回。第 ２ ・第 ４ ・第 ５ 土曜日およ
び土曜日に活動がない週の金曜日、午前
９ 時～午後 ３ 時b市内の緑地保全地域な
どの雑木林g会費年１，０００円他jどなた
でも参加できます。詳しくはくるくるチ
ャンネルをl豊福☎０４２・４７５・７６４３

◆硬式テニス（アップル）＝a毎週日曜日
午前 ９ 時～午後 １ 時他b市内テニスコー
トg会費 １ 回５００円j２０～５０歳の中級以
上の方l池田☎０９０・７２４９・３０３６
◆麻雀教室（健康麻雀「時」）＝a毎週月曜
・水曜・金曜日午後 １ 時～ ５ 時b落合川
いこいの水辺前g会費 １ 回１，０００円j初
心者歓迎・無料体験有りl荒井☎０７０・
７５１８・６１２８

催 し
◆ウクレレ初心者体験会（東久留米ウク
レレマハロクラブ）＝a ５ 月２２日㈰午後
１ 時～ ３ 時b生涯学習センター学習室 ４
g５００円j成人以上。ウクレレ基礎リズ
ム、音階を学ぶ。ウクレレ持参l藤沢☎
０８０・５３８３・３３１３
◆松が丘カフェみよしさんち（松が丘見
守り隊）＝a第 ２ ・第 ４ 金曜日午後 ２ 時
～ ４ 時b浅間町地区センタ−浅間セブン
談話室g２００円j認知症症状をお持ちの
方、介護家族を中心に地域の方どなたで
もl坂本☎０９０・６５２２・０７４５
◆打楽器とヴァイオリンが奏でる朧

おぼろ

月
づき

夜
よ

（T
てん

en T
と

o S
せん

en）＝a ５ 月 ７ 日㈯午後 ７ 時
開場・ ８ 時開演・ ９ 時終演b市民プラザ
屋内ひろばg２，０００円l山本☎０９０・１７７４
・００５７

市 民 伝 言 板

　春のハーブの特徴と気軽に取り入れやすい活用方法を専門家から学ぶ連続講座です。
　※状況によりオンライン講座（Zoom）への変更および畑見学中止の場合があります。
a① ５ 月１８日㈬午前１０時半～正午（講座）②２６日㈭午後 ２ 時～ ３ 時半（畑見学）b①多摩六都
科学館②有限会社ニイクラファーム（西東京市）e１８歳以上f１６人d新倉大次郎氏（有限会
社ニイクラファーム）、佐藤うらら氏（六都なおきち）g１，６００円（持ち帰り用ハーブ代、ハ
ーブティー・スイーツ代、保険料）。オンライン開催となった場合は別途着払い送料など
が必要i参加者以外の同伴不可j①は入館券（大人５２０円）が必要。②は西武新宿線田無駅
集合k応募締切 ５ 月 ６ 日㈮までに（必着）、同館nまたははがきで事前申し込みを。はがき
の場合はイベント名・氏名（フリガナ）・年齢・郵便番号・住所・電話番号を記載の上、多
摩六都科学館宛て郵送を。応募多数の場合は抽選し、当選者のみに参加券を送付しますl
同館☎０４２・４６９・６１００

大人のためのハーブ講座（春のハーブとドリンク編）大人のためのハーブ講座（春のハーブとドリンク編）

（
７
面
か
ら
続
く
）
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家
庭
の
ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ

ョ
ン
行
動
推
進
事
業
」 

申
請
受
け
付
け
中

　
都
で
は
、
家
庭
の
省
エ
ネ
行

動
を
促
す
た
め
、
よ
り
省
エ
ネ

性
能
の
高
い
エ
ア
コ
ン
・
冷
蔵

庫
・
給
湯
器
に
買
い
換
え
て
都

内
の
住
宅
に
設
置
し
た
都
民
に

対
し
て
、
商
品
券
な
ど
に
交
換

可
能
な「
東
京
ゼ
ロ
エ
ミ
ポ
イ

ン
ト
」を
付
与
す
る「
家
庭
の
ゼ

ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
行
動
推
進
事

業
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
省
エ
ネ
家

電
な
ど
へ
の
買
い
換
え
を
ご
検

討
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
は
同
事
業
n
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

同事業n

k
５
年
３
月
３１
日
ま
で（
消
印

有
効
）

　
※
た
だ
し
、
予
算
が
無
く
な

り
次
第
終
了
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
す
べ
て
の
申
請
手
続
き
が

可
能
で
す
。

l
同
事
業
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎

０
５
７
０
・
０
０
５
・
０
８
３

（
Ｉ
Ｐ
電
話
の
場
合
は
☎
０３
・

６
６
３
４
・
１
３
３
７
）

老
い
支
度
講
座 

「
成
年
後
見（
法
定
後
見
） 

制
度
と
は
」

　
成
年
後
見
制
度
は
、
判
断
能

力
が
十
分
で
な
い
方
が
安
心
し

て
生
活
が
送
れ
る
よ
う
、
本
人

の
財
産
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
契
約
、
支
払
い
な
ど
を
支
援

し
、
本
人
の
権
利
を
守
る
制
度

で
す
。
ど
ん
な
時
に
必
要
に
な

る
の
か
な
ど
法
定
後
見
制
度
に

つ
い
て
、
経
験
豊
富
な
後
見
人

か
ら
お
話
を
伺
い
ま
す
。

a
５
月
２５
日
㈬
午
前
１０
時
〜
１１

時
４５
分

b
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル（
市
役

所
１
階
）

e
市
内
在
住
の
方

f
先
着
３０
人

d
稲
岡
秀
之
氏（
司
法
書
士
）

g
無
料

h
筆
記
用
具

k
５
月
２０
日
㈮
ま
で
に（
必
着
）、

電
話（
０４２・４
７
９・０
２
９
４
）

ま
た
は
o（
０４２
・
４
７
６
・
４

５
４
５
）で
、
氏
名
・
年
齢
・

住
所
・
電
話
番
号
を
市
社
会
福

祉
協
議
会
成
年
後
見
制
度
推
進

機
関
宛
て
連
絡
を

l
同
機
関

地
域
の
困
り
ご
と
を 

解
決
す
る
ア
イ
デ
ア
募
集

　
地
域
福
祉
の
新
し
い
課
題
に

対
し
て
、
各
種
団
体（
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
や
市
民
活
動
団
体
、

福
祉
施
設
な
ど
）と
市
社
会
福

祉
協
議
会
が
お
互
い
の
強
み
を

生
か
し
て
地
域
の
困
り
ご
と
に

対
し
、
一
緒
に
取
り
組
む
と
と

も
に
、
実
施
に
か
か
る
費
用
を

助
成
し
ま
す
。

　
生
活
課
題
の
解
決
に
つ
な
が

る
企
画
や
ア
イ
デ
ア
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

重
点
テ
ー
マ
▼
地
域
福
祉
の
担

い
手
の
養
成
に
取
り
組
む
事
業

▼
複
数
の
自
治
会
や
自
主
防
災

組
織
、
福
祉
施
設
お
よ
び
団
体

な
ど
が
協
働
し
て
実
施
す
る
避

難
所
運
営
訓
練
事
業
▼
福
祉
施

設
な
ど
に
よ
る
地
域
福
祉
に
関

す
る
事
業
▼
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活

用
し
て
取
り
組
む
地
域
福
祉
に

関
す
る
事
業
▼
福
祉
関
連
団
体

・
施
設
間
で
協
働
す
る
地
域
福

祉
に
関
す
る
事
業

e
市
内
で
活
動
す
る
非
営
利
団

体（
自
治
会
の
場
合
は
複
数
の

会
か
ら
な
る
実
行
委
員
な
ど
）

助
成
額
１
事
業
５
万
円
〜
１０
万

円対
象
期
間
５
年
３
月
ま
で
に
事

業
が
終
了
す
る
も
の

k
同
協
議
会
と
相
談
・
打
ち
合

わ
せ
の
上
、
申
請
書
類
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
詳
細
は
同
協
議
会
n
か
ら

「
地
域
協
働
事
業
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

l
同
協
議
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ

ン
タ
ー
担
当
☎
０４２
・
４
７
５
・

０
７
３
９

同協議会n

春のハーブ畑

　スマートフォンなどで同アプリを取得して「お住まい
の地域」で「東京都東久留米市」を登録の上、
ご利用ください。
i通信料は利用者の負担になります
l秘書広報課広報係☎０４２・４７０・７７０８

行政情報アプリ「マチイロ」でも
「広報ひがしくるめ」をご覧になれます

マチイロ
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

官公署など



　 ６月 １日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫へのマイクロチップの装着と情報の登録が義務付けられます。
登録された犬や猫を家族に迎え入れた飼い主の方は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」（以下「MC登録サイト」）への
変更登録（飼い主の登録）をお願いします。
● ６月 １日以降に購入した犬・猫
　ブリーダーやペットショップなどで購入した犬や猫にはマイクロチップが装着され、飼い主になる際には、環境省のMC登録サイトで、自身を
飼い主とした情報への変更登録が必要です。

● ６月 １日以降に譲り受けた犬・猫
　マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫へのマイクロチップ装着・登録は、飼い主の努力義務です。

●既に ５月３１日までに飼育している犬・猫
　マイクロチップの装着・登録は、飼い主の努力義務です。

既にマイクロチップを装着した
犬や猫の飼い主の方へ

5月31日まで
移行登録受付サイトにて
無料で移行登録の
受け付けができます

　 ６月 １日から、ブリーダーやペットシ
ョップなどで販売される犬や猫への、マ
イクロチップの装着・登録が義務付けら
れることに伴い、既に情報を登録団体※
に登録したマイクロチップを装着した犬
または猫の飼い主の方は、 ５月３１日まで
無料で環境省データベースへの移行登録
の受け付けができます。
　※登録団体＝Fam、
ジャパンケネルクラブ、
マイクロチップ東海、
日本マイクロチップ普
及協会、日本獣医師会
（AIPO）。
　 ６月 １日以降に移行登録する場合は、
５月３１日以前にマイクロチップを装着・
登録していた証明が必要となり、無料の
移行登録が困難である場合があります
（通常の登録は登録手数料がかかります）。
そのため、移行登録を希望する場合は、
５月３１日までに手続きをしてください。
　詳細は、公益社団法人日本獣医師会の
「環境省データベースへの移行登録受付
サイト」または準備サイトをご確認くだ
さい。

環境省データ
ベースへの移行
登録受付サイト

表１　注射、済票交付、新規登録ができる動物病院
病院名 所在地 電話番号

いそべ動物病院 中央町
４−８−１０ ０４２・４７１・００３１

かざま動物病院 中央町
２−６−５０ ０４２・４５３・８１１１

田中動物病院 東本町４−９ ０４２・４７４・０５３３

トオヤ動物病院 中央町
１−１−４９ ０４２・４７３・７０７８

くるめ動物病院 八幡町
３−３−１２ ０４２・４７７・３４４３

どんぐり
動物病院

下里
５−９−１５ ０４２・４７５・５５６２

表２　主な手続き

手続き内容
マイクロチップ（MC）装着・登録
「あり」の場合 「なし」の場合

新規登録 MC登録サイト 健康課窓口
住所変更
（市内） MC登録サイト 健康課窓口

（郵送可）

住所変更
（市外への
転出）

MC登録サイト（原
則）
※転出先の自治体に
ご確認ください。

転出先の自治
体窓口

住所変更
（市外からの
転入）

MC登録サイト（原
則）
※前住所地の自治体
で「鑑札」を交付され
ていた場合は健康課
へお問い合わせくだ
さい。

健康課窓口

鑑札の再交付
MC登録サイト
※登録証明書の再交
付。

健康課窓口

死亡 MC登録サイト
健康課窓口
（電話、電子
申請も可）

①マイクロチップを装着・登録している犬を迎え入れたら
　MC登録サイト（ ６ 月 １ 日から利用可）で情報の「変更登
録」をしてください。変更登録された後、ワンストップサ
ービスにより市へ通知され、健康課で犬
の登録を行います。これにより健康課窓
口での登録手続きは不要となり、鑑札の
交付はありません（登録されたマイクロ
チップが鑑札とみなされます）。飼い主
の方には毎年 ３月末に狂犬病予防注射の
ご案内を発送します。

犬と猫の
マイクロチップ
情報登録サイト
（６月１日から）

６月１日以降の手続き

②�マイクロチップを装着・登録していない犬を迎え入れたら
　健康課窓口で登録手続きをしてください（従来と同じ）。
窓口で登録を証明する「犬鑑札」を交付します。「犬鑑札」は、
必ず犬の首輪などにつけてください。
受付窓口健康課予防係（わくわく健康プラザ内）
受付時間平日午前 ８時半～午後 ５時１５分
手数料３，０００円（紛失などにより鑑札を再交付する場合は手
数料１，６００円）。なお、表 １の市獣医師会加入の動物病院で
も、予防注射、注射済票交付と併せて新規登録ができます
（ ２・ ３月を除く）。
◎�６ 月 １ 日以降のマイクロチップ登録の有無による手続き
方法
　表 ２の通り

　 ６月 １日から飼い犬の登録に関するワンストップサービスが始まり、マイクロチップを装着・登録し
た犬の飼い主の方は、一部の手続きを環境省のサイトで行うことができるようになります。
　また、 ６月 １日から犬猫販売事業者には環境省令で定める基準に適合するマイクロチップの装着が義
務化されます（販売業者以外の犬猫の所有者は努力義務）。このマイクロチップは狂犬病予防法の特例と
して鑑札とみなされます。マイクロチップの情報登録は、 ６月 １ 日以降に環境省のMC登録サイトで行
います。
　なお、狂犬病予防注射と注射済票交付申請は、装着の有無に関わらず毎年必要です（飼い犬には年 １
回の狂犬病予防注射を受けさせること、注射済票を飼い犬に装着することが義務付けられています）。
　マイクロチップ装着・登録の手続きや手数料に関する詳細は、環境省nの「犬と猫のマイクロチップ
登録制度に関するQ&Ａ」または公益社団法人日本獣医師会の準備サイトをご確認ください。

犬の登録に関するワンストップサービス l健康課予防係☎０４２・４７７・００３０

～６月１日からマイクロチップの装着・登録が義務化されます～
l環境政策課生活環境係☎０４２・４７０・７７５３

犬と猫のマイクロチップ装着などが義務化されます犬と猫のマイクロチップ装着などが義務化されます犬と猫のマイクロチップ装着などが義務化されます犬と猫のマイクロチップ装着などが義務化されます
動物愛護管理法の改正により動物愛護管理法の改正により動物愛護管理法の改正により動物愛護管理法の改正により

　詳細は、環境省nの「犬と猫のマイクロチップ登録制度に関するQ＆A」または
公益社団法人日本獣医師会の「犬と猫のマイクロチップ情報登録　令和 ４ 年 ６ 月
１日リリースに向けた準備サイト」（以下「準備サイト」）をご確認ください。 日本獣医師会

準備サイト環境省n

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。

4．5．1 9


